
『日本霊異記』「贖蟹蝦命放生現報蟹所助縁」  

 

 

【之】 

０１ 

是女見之 

是の女見て 

 

童男等乃免之 

童男等すなわち免す 

 

見之大蛇飮於大蝦 

大蛇の大蝦を飲むを見る 

 

女募幣帛而禱之 

女幣帛を募りて禱(いの)りて 

 

蛇乃聽之 

蛇すなわち聽く 

 

明日見之 

明日見れば 

 

彼蛇條然剪段切之 

彼の蛇を條然(つだつだ)に剪段切(つだき)る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


